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【社労⼠会員】
  対象者：三重県会所属の開業社会保険労務⼠
  ⼿ 続：まずは事務局までご連絡ください
      ・⼊会届等の書類提出があります
      ・三重SR会⻑との⾯談をします
      ・賛助⾦５万円を納めていただきます

 【事業主会員】
  対象者：中⼩企業主等 ※全国対象となります
  ⼿ 続：社労⼠会員を通じて労働保険事務委託書等の書類を
      事務局までご提出ください
     ・労働保険料等納⼊通知書を発⾏します
      7/27、10/27、翌1/27が保険料引落⽇です

        
【⼀⼈親⽅会員】
  対象者：⼀⼈親⽅（建設業に限る）
      ※三重県及び隣接県等に居住する⼀⼈親⽅が対象です 
                （三重・愛知・岐⾩・滋賀・京都・奈良・和歌⼭・⼤阪・兵庫）
 
  ⼿ 続：社労⼠会員を通じて、労災保険事務処理委託申込書を事務局までご提出ください
       ①振込依頼書を送付します
       ②労働保険料等を納⼊します
       ③ 納⼊確認後、監督署に届出します（最短加⼊⽇は届出の翌⽇）
       ④ 加⼊証明書を発⾏します

⼊会⼿続
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  【社労⼠会員】
   ・⼊会⾦       ０円
   ・年会費       ０円（当分の間徴収しません）
 
  【事業主会員】
   ・⼊会⾦       ０円
   ・年会費  １４，４００円（１，２００円/⽉）労働者15⼈以下
         １８，０００円 (１，５００円/⽉） 労働者16⼈以上
  ※労働者数は、労働保険年度更新時「賃⾦等の報告」、「⼀括有期事業総括表」    記載の⼈数となります  ※新規委託の場合は、委託時の労働者数です            令和７年３⽉３１⽇までは⼀律１２，０００円/年(1,000円/⽉)です
  
  【⼀⼈親⽅会員】
   ・⼊会⾦  １０，０００円
   ・年会費   ９，６００円（８００円/⽉）

               〜〜⼊会のメリット〜〜
 ○年度更新説明会を開催しています
 ○委託事業所件数、⼀⼈親⽅加⼊件数に応じて「広報活動費」、「事務⼿数料費」が⽀給されます
 ○労働保険の未⼿続事業場に適⽤促進活動を⾏った場合等に「加⼊勧奨推進費」が⽀給されます
 ○「慶弔に対する福祉制度」、「専⾨書の無料配布等」があります
 ○社労⼠会員の親睦会があります

⼊会⾦・会費
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